
生駒市規則第１１号 

 生駒市高山竹林園条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和６年３月２９日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

   生駒市高山竹林園条例施行規則の一部を改正する規則 

 生駒市高山竹林園条例施行規則（平成元年４月生駒市規則第６号）の一部を次

のように改正する。 

 第２条中「並びに多目的広場及びゲートボール場（以下これらを「有料園施設

等」という｡)」を削り、同条第２号中「ゲートボール場」を「多目的グラウンド

」に改める。 

 第３条中「有料園施設等」を「有料園施設」に改める。 

 第４条第１項中「有料園施設等の」を「有料園施設の」に、「有料園施設等使

用許可申請書」を「有料園施設使用許可申請書」に改める。 

 第５条第１項中「有料園施設等の」を「有料園施設の」に、「有料園施設等使

用許可書」を「有料園施設使用許可書」に改め、同条第３項中「有料園施設等使

用取消申請書」を「有料園施設使用取消申請書」に改める。 

 第９条第２号中「有料園施設等使用取消申請書」を「有料園施設使用取消申請

書」に改める。 

第１１条から第１３条までの規定中「有料園施設等」を「有料園施設」に改め

る。 

 様式第１号中「有料園施設等使用許可申請書」を「有料園施設使用許可申請書

」に、「ゲートボール場」を「多目的グラウンド」に改める。 

 様式第２号中「有料園施設等使用取消申請書」を「有料園施設使用取消申請書

」に、「有料園施設等の」を「有料園施設の」に、「ゲートボール場」を「多目



的グラウンド」に、「有料園施設等使用許可書」を「有料園施設使用許可書」に

改める。 

 様式第３号中「竹生
ち く ぶ

庵
あん

」を「竹生
ち く ぶ

庵
あん

  多目的広場  多目的グラウンド」

に、「有料園施設等使用許可書」を「有料園施設使用許可書」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和６年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の生駒市高山竹林園条例施行

規則の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の生駒市高山

竹林園条例施行規則の規定により提出された様式とみなす。 


